
 

大
阪
府
金
融
系
外
国
企
業
等
の
集
積
の
促
進
及
び
国
際
競
争
力
の
強
化
に
係
る
事
業
計
画
の

認
定
並
び
に
法
人
の
府
民
税
及
び
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
阪
府
知
事 

吉
村 

洋
文 

 
 

大
阪
府
規
則
第
七
十
号 

 
 

 

大
阪
府
金
融
系
外
国
企
業
等
の
集
積
の
促
進
及
び
国
際
競
争
力
の
強
化
に
係
る 

事
業
計
画
の
認
定
並
び
に
法
人
の
府
民
税
及
び
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す 

る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
大
阪
府
金
融
系
外
国
企
業
等
の
集
積
の
促
進
及
び
国
際
競
争
力
の
強

化
に
係
る
事
業
計
画
の
認
定
並
び
に
法
人
の
府
民
税
及
び
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る

条
例
（
令
和
五
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
対
象
事
業
） 

第
三
条 

条
例
第
二
条
第
三
号
ホ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
こ
れ
ら
の

事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
業
又
は
運
営
に
必
要
な
技
術
等
を
提
供
す
る
事
業
を
含
む
。
）
を
、

官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
人
工
知
能
関
連
技
術
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
シ
ン
グ

ス
活
用
関
連
技
術
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー

ビ
ス
関
連
技
術
そ
の
他
の
情
報
技
術
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

金
融
庁
設
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
検
査
そ
の

他
の
監
督
の
対
象
と
な
る
事
業 

二 

統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分
類
を
定
め
る
件
（
令
和
五

年
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
に
定
め
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
大
分
類
Ｊ

金
融
業
、
保
険
業
に
属
す
る
事
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
条
各
号
に
規
定

す
る
前
払
式
支
払
手
段
に
係
る
事
業
等
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
の
う
ち
、
法

令
に
よ
り
、
行
政
庁
か
ら
の
許
可
、
認
可
、
免
許
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
処
分
又
は
届

出
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
手
続
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の 

四 

個
人
又
は
法
人
が
自
ら
金
融
資
産
の
管
理
又
は
運
用
を
行
う
た
め
の
技
術
等
を
提
供
す

る
事
業
（
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

（
事
業
計
画
の
認
定
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
系
外
国
企
業
等
は
、
事
業
計

画
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
事
業
計
画
認
定
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
登
記
事
項
証
明
書
等 

 

二 

府
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
納
税
証
明
書
」
と
い
う
。
） 



 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
面 

３ 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 
一 
資
産
運
用
業
等
の
実
施
場
所 

 

二 
資
産
運
用
業
等
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

４ 

条
例
第
三
条
第
四
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

そ
の
内
容
が
、
具
体
的
か
つ
明
確
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

５ 

知
事
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定
の
申
請

を
行
っ
た
金
融
系
外
国
企
業
等
に
対
し
、
事
業
計
画
認
定
書
（
様
式
第
二
号
）
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
業
計
画
の
変
更
） 

第
五
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
法
人
は
、
事
業
計
画

変
更
認
定
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）
に
当
該
変
更
の
内
容
等
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
認
定
事
業
の
内
容
に

係
る
変
更
以
外
の
変
更
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

認
定
事
業
の
開
始
又
は
終
了
の
予
定
の
日
の
変
更
（
当
該
変
更
後
の
日
が
認
定
事
業
の

開
始
又
は
終
了
の
予
定
の
日
の
前
後
各
三
十
日
以
内
の
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

認
定
事
業
の
実
施
に
伴
う
労
務
に
関
す
る
事
項
の
変
更 

 

三 

認
定
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
の
変
更 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
認
定
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
変
更 

３ 

知
事
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定

の
申
請
を
行
っ
た
認
定
法
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
認
定
事
業
の
開
始
） 

第
六
条 

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
認
定
事
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

に
認
定
事
業
開
始
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
実
績
報
告
等
） 

第
七
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
認
定
法
人
の
事
業
年
度
終
了
後
五
月

以
内
に
、
認
定
事
業
実
績
報
告
書
兼
認
定
事
業
割
合
計
算
書
（
様
式
第
五
号
）
に
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

認
定
事
業
の
成
果
を
証
す
る
書
面 

 

二 

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
対
象
で
あ
る
事
業
年
度
（
以
下
「
報
告
事

業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
府
内
に
有
す
る
事
務
所
等
の
従
業
者
の
数
（
地
方
税
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
法
人
の
道
府
県
民
税
の
分
割
の
基
準
と
な
る
従
業
者
の
数
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定



し
た
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）（
以
下
「
府
内
従
業
者
数
」
と
い
う
。
）
及
び
報
告
事
業
年

度
に
お
け
る
認
定
事
業
に
従
事
す
る
従
業
者
の
数
（
以
下
「
認
定
事
業
従
業
者
数
」
と
い

う
。
）
を
証
す
る
書
面 

 

三 
納
税
証
明
書 

 

四 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
等 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
面 

２ 

条
例
第
十
一
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨
を
申
し

出
た
認
定
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
の
書
面
の
提
出
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告
を
行
っ

た
認
定
法
人
に
対
し
、
認
定
事
業
実
績
認
定
書
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４ 

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告
を
行
っ

た
認
定
法
人
に
対
し
、
認
定
事
業
割
合
決
定
書
（
様
式
第
七
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

５ 

条
例
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
割
合
は
、
当
該
認
定
法
人
の
報
告
事
業
年
度
に

お
け
る
認
定
事
業
従
業
者
数
を
当
該
報
告
事
業
年
度
に
お
け
る
府
内
従
業
者
数
で
除
し
て
得

た
割
合
と
す
る
。 

（
認
定
事
業
の
廃
止
等
） 

第
八
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
認
定
事
業
廃
止
等
届
出
書
（
様
式
第

八
号
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
認
定
事
業
を
休
止
し
、
又
は
再
開
し
た
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
認
定
事
業
休
止
届
出
書
（
様
式
第
九
号
）
又
は
認
定
事
業
再
開
届
出
書

（
様
式
第
十
号
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
身
分
証
明
書
） 

第
九
条 

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書

（
様
式
第
十
一
号
）
と
す
る
。 

（
法
人
の
府
民
税
及
び
事
業
税
の
申
告
に
係
る
添
付
書
類
） 

第
十
条 

条
例
第
十
三
条
及
び
第
十
六
条
の
規
則
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
と
す

る
。 

 

一 

金
融
系
外
国
企
業
等
の
法
人
府
民
税
・
法
人
事
業
税
に
係
る
課
税
特
例
適
用
計
算
書
（
様

式
第
十
二
号
） 

 

二 

金
融
系
外
国
企
業
等
の
法
人
府
民
税
・
法
人
事
業
税
の
課
税
の
特
例
の
適
用
に
関
す
る

申
立
書
（
様
式
第
十
三
号
） 

（
認
定
法
人
の
公
表
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
認
定
法
人
の
名
称
及
び

認
定
事
業
の
概
要
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
二
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、



知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


